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安全保障の輸入から輸出へ
日本，ドイツそしてアメリカの覇権：1950∼2014 年
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Ⅰ 安全保障の輸出国と輸入国

第二次世界大戦での破滅的な敗戦から 40 年

後，ドイツと日本の両国は，安定した政治シス

テムを持った経済大国へと発展した。両国と

も，国際的な同盟関係の中に深く統合されるよ

うになった。規模が限定され，厳しい国際的な

監視下におかれた軍事力を受け入れることに

よって，両国の経済成長は，財政的にも政治的

にも容易となった。こうした軍事問題に対する

抑制的な態度は，アメリカとの緊密な同盟関係

によって可能となった。アメリカは両国に安全

保障を提供すると同時に，その近隣の小国へ，

かつての敵国からの新たな潜在的脅威に対する

再保障を与えた
1)
。

1990 年代初頭におけるソビエト連邦の解体

後，アメリカによる保護を求め，その代償とし

てアメリカからの指導を受け入れる日本とドイ

ツの主要な動機は消え去ったかのように思え

た。両国は，経済力を軍事力へと転換し，再び，

より独立的な，場合によっては国家主義的な対

外政策を追及するのだろうか？引き続いて生じ

た議論は，広く引用された一連のネオリアリス

トの論者による諸論考によってリードされた。

その主張は以下の様なものであった。つまり国

際システムの無秩序な構造は，本質的には大国

間の同盟を危うくする，なぜなら諸大国は自国

を守るために，他の大国との均衡を維持せざる

をえないからである。国際的なパワーとして台

頭し，安全保障の他国への依存が弱まっていく

ことは，ドイツと日本を，より自律的な政策の

採用へと向かわせ，最終的には，国家が生き残

るための究極的な保証として核兵器を所有する

に至るだろう，と（Mearsheimer ［ 1990 ］;

Waltz［1993］; Layne［1993］）。

しかし，これらの同盟に関する悲観的な予測

は，理論的・実証的根拠を持つ後続の大半の研

究によって否定された。日本とドイツの急速な

軍国主義化や予想された同盟の解消は生じな

かった。制度論者は，両国が複雑な同盟関係の

中に埋め込まれていることを，その理由と考え

た。この同盟関係は，共通の利害を生み出し，

経済的相互依存によってさらに強化された

（Anderson and Goodman［1993］）。この学派

によれば，同盟は政治的資本を蓄積していくこ

とで，新たな地政学的状況に適応しうるように

なる。それらは単純に外部の脅威に反応し，強

化と弱体化を繰り返す訳ではない（Wallander,

Haftendorn and Keohane［1999］）。より説得力

のある議論は，コンストラクティビズムの立場

に立つ研究者によって提示された。その研究に
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１）ドイツと日本のアメリカとの同盟関係の歴史につ

いては良く知られている。下記の文献はレファレン

スとして有用である。Larres and Oppelland［1997］,

Schaller［1997］, Junker［2004］.



よれば，規範とは，国家の選好構造を形成する

ものであり，新たな環境に直面したからといっ

て，ただ単純に消えてしまう，というものでは

ない（Katzenstein［1996b］）。研究者らは，日

本とドイツでは，国際環境をどのように解釈す

るのか，という点に対して強い影響力を持つ，

特に強固な規範が存在する，と主張した。

Berger［1996, p. 318］は，歴史の教訓から引き

出された「反軍国主義の文化」を提示し，対外

政策の道具として軍事的手段を使用することに

対する広範な社会的抵抗の中に，その文化が存

在していることを見出した。現在までに，これ

らの規範は国内の社会制度の中に定着し，強固

な慣行として確立されたため，簡単には変化し

ない。ネオリアリストらによって予測されたよ

うな急激な方向転換は起こりそうにない。日本

とドイツの冷戦後の安全保障政策は，この議論

に沿う形で説明されている（Katzenstein

［1996a］; Katzenstein［1997］; Berger［1998］;

Inoguchi［2004］）。H. マウル（Hans Maull）は，

こうした政策の特徴を説明する「シビリアン・

パワー」という用語を広めた（Maull 1990）。「シ

ビリアン・パワー」の国際政策は，軍事的手段

の代わりにソフト・パワーを活用することへの

強い選好によって支配されている。ドイツと日

本が「シビリアン・パワー」の代表的な事例で

あったという見解は，広く流布し，支配的研究

となっていった。

近年の傾向は，このコースからの逸脱として

解釈されている。しかし私は，近年の行動に類

似性は見られるが，ドイツと日本は異なる道を

歩んでいると主張する。冷戦中とその直後，両

国の政策は同じダイナミズムによって規定され

ていたが，これはもはや当てはまらない。その

主な理由は，今や両国の対外政策の基本的な戦

略枠組みが異なっている点にある。ドイツが安

全保障の輸出国（Security Exporters）となっ

た一方，日本は安全保障の輸入国（Security

Importers）のままであるのだ。

「安全保障の輸入国」とは，領土保全や主権の

維持のような自国の根本的な安全保障問題を独

力で解決することができない国家のことであ

る。それゆえ，このタイプの国家は直接的・間

接的に，より力を持った国家による安全の保証

に依存せざるを得なくなる。その安全保障政策

は自国の領土内に集中している。国外での活動

は，安全保障の輸入の基本的性質に関連する目

的から生じる。対照的に「安全保障の輸出国」

は，基本的な安全保障問題へ対処するために

パートナーを必要としない。このタイプの国家

は，国外における軍事的，経済的，文化的なエ

ンゲージメントを通して，予防的に（もしくは

先制的に），潜在的なリスクと戦うことによっ

て，脅威を封じ込めようとする。

これら二つの基本的な性質は，同盟政策に根

本的な違いをもたらす。安全保障の輸入国は，

一国もしくは複数の支配的な安全保障パート

ナー国との非対称的なバードン・シェアリング

によって特徴づけられる政策を追求せざるをえ

ない。安全保障の輸出国にはそのような必要は

ない。「平等なパートナーシップ」というフレー

ムワークの範囲内で，自国の目標の実現に必要

な同盟国を探そうとする。「マネーと安全保障」

は，これらのダイナミクスの中で密接に絡み

合っている。安全保障の輸入とバードン・シェ

アリングは，1990 年代初頭まで，ドイツの安全

保障と同盟政策の特徴であったし，いまだに日

本の政策を規定している。しかしドイツは，

1990 年代に安全保障の輸出国としての役割を

急速に受け入れるようになっていった。その一

つの帰結が，安全保障パートナーシップにおけ

る名目上の平等の強調と，国際社会における

パートナーを探す際に，より可変的でアドホッ

クな形を求めるようになったことであった。

これらの主張を立証するため，まず冷戦終結

までのドイツと日本の安全保障政策の制度的な

基盤と安全保障同盟に関わる両国の政策の帰結
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を分析していくことにする。その上で，1990 年

代に生じた変化に注目し，ドイツと日本の対米

政策の将来を予測していく。

Ⅱ 安全保障の輸入国，負担の分担国と

してのドイツ

バードン・シェアリングと安全保障の輸入は，

1949 年に（半）主権を回復したドイツの同盟と

安全保障政策の２つの根本的な基盤であった。

K. アデナウアー（Konrad Adenauer）首相の最

終的な目標は，早期におけるドイツ再統一を犠

牲にした上での，西ドイツ
2)
の基盤固めであっ

た（Schwarz［1991］）。冷戦が激化していく中，

連邦共和国の領土保全は非常に不安定なものと

思えた。かつての敵であり，現在の同盟国であ

る超大国アメリカによって保証された保護の必

要性は，アデナウアー首相や彼の後継者たちの

間で疑いのない原則となっていった。アメリカ

が，西ドイツはソ連の膨張主義に対する西側の

防波堤の不可欠な一部分になるべきだとする見

解に変化したことは，原則として，アメリカが

ドイツの安全を保証する用意があるということ

を意味した。1951 年における大規模地上軍の

ヨーロッパ駐留の決定は，このアメリカのコ

ミットメントを具体化したものであった

（Zimmermann［2009］）。しかし一つの厳しい

条件があった。ヨーロッパ諸国には，防衛負担

をシェアすることが期待されていた。アメリカ

（とイギリス）によって計画されたバードン・

シェアリングの中心的な構成要素が，多くの異

議申立てがあったドイツの再軍備計画であるこ

とが明らかとなった。それは西側同盟国を，巨

大な通常戦力を維持する負担から解放するもの

であり，同時に，成長している西ドイツ経済の

潜 在 能 力 を 活 用 す る も の で あ っ た

（Zimmermann［2002］）。西ドイツ国民とその

近隣諸国の激しい抗議にも関わらず，この計画

は進められた。1955年における西ドイツの北

大西洋条約機構（NATO）への加盟が，独米同

盟の制度的基盤を確立した。西ドイツは，アメ

リカから安全保障を輸入し，またより広い意味

では，アメリカ軍の継続的なプレゼンスの維持

が，他のヨーロッパ諸国に安心を与えた。この

取引における西ドイツの役割は，バードン・シェ

アリングであった。それは通常兵力の確立，占

領費及び後の駐留経費の支払い，アメリカの通

常及び核軍事力のための前線基地の提供，そし

てアメリカ軍が持つ多くの特権の拡張，という

ものであった。経済的なバードン・シェアリン

グも取引の一部であった。西ドイツはアメリカ

が支援する，国際的な経済機関と協力し，すぐ

に友好国を財政的にサポートすると同時に，グ

ローバルなイデオロギー戦争にも参加した。に

もかかわらず，アメリカはドイツ（や他の同盟

国）に対して，さらなる負担を引き受けるよう

継続的に要求した。この点をめぐる紛争は，現

在の西側同盟内の外交をも規定し続けている

（Duke［1993］; Thies［2003］; Sloan［2005］,

pp. 83-86）。

西ドイツは，その防衛への貢献をできるだけ

小さくすると同時に，アメリカが取引全体を

キャンセルしてしまうのを防ぐのに十分な程度

の大きさは維持するという，時にはバランスを

取るのが困難な行動を追求しようとした。しか

し，厳しい予算制約や西側の全体的な戦略をめ

ぐる大西洋間の強い不一致があった時でさえ，

ベースラインとして安全保障の輸入が持つ極め

て大きな重要性は決して疑問視されなかった。

ドイツの非軍事化を主張していた多くのドイツ

国民が持つ反軍国主義の強いバイアスにも関わ

らず，これは安定したままであった（Duffield

［1998］）。この規範は，間違いなくドイツ国内
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統一後の国家への言及である。



の議論や安全保障政策の特質に，しばしば平和

主義と反アメリカ主義のコンビネーションの形

で影響を与えた。しかしそれは，冷戦中（冷戦

後も）決して支配的なものにはならなかった。

同様に，ドイツのエスタブリッシュメントの重

要な一部は，ドイツの自立性をより拡大し，ア

メリカへの依存を減らせとの主張を展開した。

これらの伝統的なナショナリスト達も，決して

ドイツの安全保障の輸入が持つ基礎的な論理か

ら逃れることはできなかった。

1960 年代には，ドイツの自立性が制限されて

いることが，かなり明らかとなってきた。大き

な論争を巻き起こした一連の協定の中で西ドイ

ツは，自身が持つ金融面での力を，アメリカの

ドルを支えるために活用することへと同意し

た。最もよく知られたアメリカ側の解釈によれ

ば，アメリカがヨーロッパのパートナー諸国と

比較して競争力を失ったからではなく，アメリ

カの安全保障上のコミットメントを維持するた

めに必要な外国為替費用を原因とする圧力を受

けていたドルの地位を支えるために，このサ

ポートは行われたということであった

（Zimmermann［2002］）。西ドイツのこの点で

のサポートや，グローバルなイデオロギー論争

の中，困窮している多くのアメリカの同盟国に

利益を与える国際援助プログラムを拡大させる

とのアナウンスは，自己防衛努力と同様に，自

らの領土を守るという利害と完全に結びついて

いた。西ドイツ自身の国際政策は，比較的受身

なものだった。ベトナム戦争はアメリカからの

安全保障の輸入の安定性に疑問を投げかけた。

結果として，ドイツはアメリカによる安全の保

証を安定化させるために，ドルのグローバルな

役割をサポートするという大きな一歩を踏み出

した（Zimmermann［2002］）。1970 年代後半に

おけるソ連のアフガニスタン侵攻後，冷戦は激

化し，ドイツにとって安全保障の輸入が持つ重

要性は増大した。多くの国民の反対にも関わら

ず，西ドイツ政府は，その領土に中距離弾道ミ

サイルを配置することと，いくつかの共同の負

担からアメリカを解放するために，さらなる義

務を負うことに同意した（Haftendorn［1991］,

p. 168）。1982年，西ドイツとアメリカは，軍事

紛争の際のドイツのアメリカ軍へのサポートを

規定する戦時駐留米軍経費負担協定（Wartime

Host Nation Agreement）を締結した（Duke

［1993］, p. 73）。冷戦期を通して，米独同盟の

機能的な基礎は決して変わらなかった。西ドイ

ツはアメリカから安全保障を輸入する必要性を

自覚し，バードン・シェアリングによって特徴

づけられる同盟内での非対称な役割に同意して

いた。

Ⅲ 日本の安全保障の輸入と太平洋を横

断するバードン・シェアリング

前述したように，第二次世界大戦後の日本の

状況は，西ドイツのそれと多くの点で類似して

いた。まず西ドイツと同様に，非軍事的に紛争

を解決すべきであるという社会的規範が日本人

に広く共有されていた。これは，日本人の国際

関係についての思考に第二次世界大戦が与えた

長期的な影響の一つであった。この紛争を解決

する手段としての軍事力の平和的放棄は，日本

国憲法第２章第９条に規定されている。ドイツ

同様，日本の再軍備はアメリカとの非対称な同

盟の枠組みの中で実行された。日本の戦後の指

導者たちは，この国は超大国からの保護が必要

である，つまり安全保障を輸入しなければなら

ない，と確信していた（Schoppa［2002］, p. 103）。

1951 年の日米安全保障条約は，「アメリカ合衆

国の陸軍，空軍及び海軍を日本国内及びその附

近に配備する」権利を保証した。安保条約によ

れば，アメリカ軍は，日本に対する外部からの

攻撃に加え，（もし日本政府がそのような援助

を要請すれば）国内で起こった暴動からさえも，

日本を守るために使用される可能性があった。

そしてさらには，極東の安全保障の維持や戦争
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状態にある朝鮮半島から生じる不穏な動きに対

しても有効性を持った
3)
。その後数年の間，日

本外交は，この条約を安全保障の輸入における

自国の利益の論理により沿った形へと変更しよ

うと試みた。それは第１に，日本の領域内にそ

の有効性を制限する，第２に，アメリカから強

固かつ拘束力のある安全の保証を獲得すること

であった
4)
。

ヨーロッパの場合と同様に，アメリカによる

安全保障の輸出は二つの面を持っていた。一つ

は，共産主義者の侵略から日本を守ることであ

り，もう一つは，かつての侵略国をコントロー

ルし，非軍事化することで日本の近隣諸国の安

全を保障することであった。このことは，日本

がそのエネルギーを経済再建と急成長に注ぐこ

とを可能としたが，一方で同盟国間に日本の

バードン・シェアリングの妥当性をめぐる絶え

間ない議論を巻き起こした。戦後最も影響力の

ある政治家であった吉田茂にちなんで名づけら

れた，いわゆる「吉田ドクトリン」は，日本の

安全保障政策の基本的な方向性を形作った。そ

れはアメリカとの密接な戦略的協力，日本自身

の潜在的軍事力の徹底的な制限，経済成長への

集中を組み合わせたものであった（Green

［2001］, p. 11）。1960 年に改定された安保条約

において，日本国内の紛争に対するアメリカに

よる軍事的介入の可能性は廃棄された。しかし

アメリカ軍の駐留権は更新された。日本はま

た，より拘束力のある形でのアメリカによる安

全の保証を獲得した。そして秘密議定書におい

て日本は，核兵器が領域内を通過する権利をア

メリカ軍に保証した（Gallicchio［2001］, p. 124）。

日本の政治家たちも，アメリカからの安全保

障の輸入は，過度に非対称的な対米関係を必然

的にともなうと認識していた。ゆえにナショナ

リスティックな政治家は，より多くの自立性を

求め，定期的に日本の対米依存を批判した

（Nitta［2002］, p. 77 ; Green［2001］, p. 13）。逆

の政治的な立場から社会主義者は，あらゆる種

類の国際的紛争に日本を巻き込む可能性のある

アメリカとの密接な同盟のフレームワークだけ

に留まらず，どんな日本の軍国主義化にも反対

した。しかしこれらの諸勢力も，安全保障の輸

入を必要とする日本の地政学的な位置という構

造的な現実を超えることはできなかった。ゆえ

に「 バ ー ド ン・シ ェ ア リ ン グ の 論 理 」

（Katzenstein［1996a］, p. 102）が，日米関係を

規定する状況がもたらされたのであった。

1960 年の安保改訂は，日本国民の激しい抗議

活動を引き起こし，岸政権の崩壊を招いた。多

くの人は，この条約がアジアにおけるアメリカ

の軍事行動への日本の参加を強制するものであ

ると恐れていた（Schoppa［2002］）。この危険

性は，ベトナム戦争の間に極めて明白なものと

なった。日本はアメリカの奮闘へのどんな直接

的な参加も避けた。しかし，非共産主義のアメ

リカの同盟国を財政的にサポートし，その領土

が，東南アジアにおけるアメリカの軍事行動の

主要なハブとなることを許可した（Hughes

［2004］, pp. 27-30）。国務省の政策企画文書

（Policy Planning Paper）は以下のように述べ

ていた。「我々の目的は，日本がその軍事的な

努力を，自国の空と海の防衛に集中させるよう

促すことに置かれるべきである。その上で日本

は，国際的な平和維持活動においては謙虚な役

割を果たすだけとし，その成長しているパワー

を，二国間や地域グループにおいて，その地域

の諸国の発展と安定を支援するために，経済

的・政治的な線に沿って，使用するよう奨励す

べきである」（Department of State［1968］）。
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３）日米安全保障条約の条文については，以下を参照

した。American Foreign Policy 1950-1955, Basic

Documents Volumes I and II Washington, DC : U.
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４）この点は機密指定解除された日本の公文書によっ

て示された。Ë Japan studied narrower scope of

security pact with U.S.Ì, Japan Policy and Politics,

28 Feb. 2005.



しかし，ドイツ人と同じく日本人も，ベトナム

戦争の帰結として，アメリカへの依存度を減ら

すというアイディアについて考慮した。だが日

本は，ドイツのように地域的な同盟という別の

選択肢を持たなかった。別のオプションは，核

兵器の開発であっただろう。ドイツ外務省の高

級官僚との秘密会談において日本は，核不拡散

条約（NPT）に署名しているにもかかわらず，

長期にわたって核兵器の開発を計画していると

示唆したことがあった。一方，日本は日本国憲

法第９条を，通常兵器の面でより多くの貢献を

求めるアメリカに対する反論材料として用い

た。ドイツ人は，そのような無遠慮な物言いを

「ショッキング」だと考えていた（AAPD

［1999］）。しかし，そのような日本の官僚の思

惑は，日本を取り巻く現実からかけ離れたもの

であった。

ベトナム戦争から生じた信頼性の危機は，現

実には，同盟の再確認をもたらした（Green

［2001］, p. 13）。グローバルな紛争への同盟国

の貢献に対するアメリカ議会の不満は，戦争の

結果，前例のない水準にまで高まり，国外にお

けるコミットメントの削減を求める要求は最高

潮へと達した。1969 年のニクソン・ドクトリン

において政府は，議会と同じ方向へと動き，ア

メリカによる軍事的負担が不釣り合いに大きく

なっている状況を終わらせるべきだ，との要求

を掲げた。1980 年代へと続いていくこの議論

は日本政府に，アメリカによる安全保障の輸出

は自明のものではなく，何らかのバーターよっ

て基礎づけられているのだということを示した

（Maull［2004］, p. 323 ; Tsuchiyama［2004］, p.

78）。日本は，ますますバードン・シェアリング

の努力を行わなければならなかった。それは

1978年の「日米防衛協力のガイドライン」に帰

結した。これは日本とアメリカの軍事協力を強

化するフレームワークであった（Green［2001］,

pp. 19-23）。ガイドラインは相互協力の範囲

を，日本への攻撃の抑止，現実の攻撃に際して

の共同行動，そして日本の安全保障をも危険に

さらす状況下にあるアメリカへの全般的なサ

ポートも含むものとして定義することによっ

て，日本のサポートの地理的な拡大へ向けた最

初のステップとなった（Maull［1999］, pp. 293-

4）。加えて，それ以降日本政府は，「思いやり予

算」としてより良く知られているホスト・ネー

ション・サポートを，アメリカに支払っている。

この支払いは，アメリカ軍基地で雇用されてい

る日本人労働者の費用もカバーしている（U. S.

Senate［2013］; Yoda［2006］）。「ガイドライン」

の帰結として，両国の軍事的協力は大きく拡大

した（Katzenstein［1996a］, p. 133）。また日本

は，その地域における他のアメリカの同盟国を

援助した。例えば韓国に対しては，貿易特権を

延長した
5)
。中曽根康弘首相による中期防衛力

整備計画（1986∼1990 年）は，アメリカとのバー

ドン・シェアリングの方向へと，直接的に位置

づけられていた（Tsuchiyama［2004］, p. 78）。

またその時点で，以前は弱々しかった日米同盟

に対する日本国民の支持は，より安定的となっ

た（Bobrow［1989］）。

日本は，同時期に生じた経済的衝突に起因す

る安全保障同盟への脅威を中立化する努力も

行っていた。日本は輸出自主規制に合意し，ド

ル準備を保持し続けることで，アメリカの双子

の赤字―一部はグローバルな軍事的コミットメ

ントによって生じた―を持続可能なものとした

（Inoguchi［2004］, p. 44 ; Katada［2008］）。経

済問題をめぐる激しい摩擦にもかかわらず，日

本とアメリカは，決して同盟関係を主要な問題

とすることはなかった。日本は依然として安全

保障の輸入を必要としており，アメリカはグ
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ローバルな紛争における日本のバードン・シェ

アリングを必要としていた。

Ⅳ ドイツの安全保障と同盟政策の変容

ドイツ統一は，今や戦後における国家主権の

制約から解放され，より巨大になったドイツに

よる外交政策の将来をめぐって，様々な熱狂的

予測を生み出した。しかしドイツの国際政策

は，ボン共和国の戦後外交によって設定された

抑制と多角的協力を変数とする枠内で継続して

いった。それにも関わらず，手段におけるこの

連続性は，ドイツの同盟政策へ強力なインパク

トを与えたドイツの安全保障輸出国への変容と

いう 1990 年代初頭以降始まった根本的変化を

覆い隠している。

第一次湾岸戦争（1990∼91 年）は，伝統的な

大西洋間のバードン・シェアリングが終焉を迎

える兆候を示していた。ドイツは軍事作戦に参

加しなかったが，広範囲にわたる兵站支援と実

質的な財政貢献を行った（Duke 1993 : 76-81）。

冷戦が終わり，東ヨーロッパの体制転換におい

てドイツが中心的な役割を果たしているとの認

識に基づき，G. H. W. ブッシュ（George H. W.

Bush）大統領は，「リーダーシップに基づくパー

トナーシップ」とそれに基づく米独関係の再構

築をドイツ政府に対して要請した。しかし

1990 年代初頭において，ドイツを含む NATO

に属するヨーロッパ諸国は，同盟が機能する基

本条件の変更に差し迫った必要性を感じていな

かった
6)
。

ゆえにワルシャワ条約機構が解体された最初

の年，アメリカの軍事的優勢とヨーロッパの安

全保障の赤字のため，独米安全保障同盟は，バー

ドン・シェアリングの用語を，その結果として

のアメリカのリーダーシップの受け入れと結び

付けたままであった。しかし，ドイツの安全保

障政策は，この数年の間にゆっくりと変化し始

めた。この変化の触媒になった焦点が，ドイツ

軍の海外展開と 2001 年の 911 同時多発テロ事

件であった。

ドイツ軍の域外での軍事活動が最初に真剣に

検討されたのは，第一次湾岸戦争の間であった。

その際アメリカは，厳密には NATOと関わり

のない問題であったとしても，軍事行動に参加

することを新ドイツに要請した。当然この要請

は，第二次世界大戦時の破滅的な経験に起源を

持つ，軍事的手段を用いることへのドイツでの

広範囲にわたる反感と直接衝突するものであっ

た。ドイツの政治家らは，ドイツ連邦共和国基

本法がドイツ軍の域外活動を禁じているとの解

釈を指摘し，アメリカの要求に対して抵抗した

（Bauman and Hellman［2001］, p. 68）。しかし

湾岸戦争は―初めてではないが―この規範が，

同盟によるドイツに対する要求と容易に衝突し

うるものであることを明らかにした。とりわけ

保守的な政治家達は，より大きくなったドイツ

は，同盟国が大規模な軍事作戦を行う際に，も

はや脇に引いていることはできないと主張した

（ Bauman and Hellman［ 2001 ］, p. 71 ;

Duffield［1998］, p. 178）。

同盟内の連帯は，ドイツの国外での軍事行動

を支持する人々によって最も頻繁に用いられる

論拠となった。しかしこれは目新しい主張では

なかった。国外におけるドイツの軍事行動が，

大西洋間やヨーロッパ内における同盟にとって

必要であるとの理由で正当化されていた初期の

バードン・シェアリングの努力と同じやり方で

根拠づけられていたからだ。そのためバード

ン・シェアリングの伝統的な論理が，この主張

の基礎であり，質的に新しい戦略とは言えな

かった（Takle［2002］; Dufffield［1998］, p. 175）。

これから検討するように，この相違はドイツと

日本の同盟政策の分岐を理解する上で本質的な

点である。

国内での議論において，同盟国との連帯とい
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う主張は，常に反軍国主義の規範と衝突した。

この衝突は，ここ数年でようやく目に見えるよ

うになった，ドイツの安全保障政策の事実上，

質的に新しい基礎の発展を覆い隠していた。し

かし，それは 1989 年の東ヨーロッパ諸国の体

制転換とユーゴスラビア紛争の勃発の帰結とし

て，すでに始まっていた。ドイツは，旧ワルシャ

ワ条約機構諸国の安定化のため，特に巨額の財

政移転を通じ，西側において中心的な役割を果

たすことを引き受けた。元国防相フォルカー・

リューエ（Volker Rühe）は，1994 年５月に以

下のように述べ，これを正当化した。「今，我々

が安定を輸出しなければ，我々は，遅かれ早か

れ，我々自身の不安定さに苛まれるだろう」

（Rühe［1994］, p. 422）
7)
。東ヨーロッパ諸国経

済への巨額の信用供与に加え，ドイツは旧式の

核兵器の廃棄を支援するための大規模な資金供

与も実施した（Duffield［1998］, pp. 87-94）。ま

た安定の輸出は，激化するユースラビア紛争

（1991∼1992年）への対応にドイツ政府が努力

する根本的な動機となった。広範に批判された

スロヴェニアとクロアチアの早期承認は，これ

らの理由によって正当化された。しかし，軍事

的介入はまだ考慮されていなかった。とはいえ

多くの観察者はこの時点で，安定の輸出戦略は，

遅かれ早かれ軍事的手段の使用を放棄すること

を不可能とすると考えていた。もちろんこの議

論は，平和的な紛争の解決とドイツ域外での軍

事行動の放棄という伝統的な規範に背くもので

あった（Philippi［2001］）。その対立はボスニア

戦争で明白に現れた。長い議論の後，ドイツは

ゆっくりと，軍事的平和維持活動に参加するよ

うになり，1999 年のコソボでの軍事活動で，そ

れは最高潮に達した。バルカンでの任務から離

れてもドイツは，その後数年の間，カンボジア，

ソマリア，東チモールでの国連ミッションに参

加し，さらに海軍をレバノンの安定化支援に派

遣した（Wagener［2004］）。コソボにおける軍

事作戦への参加を決定した直後，G. シュレー

ダー（Gerhard Schröder）首相は，ミュンヘン

安全保障会議（1999 年）に出席し，ドイツは今

「なんの躊躇もなく，通常の同盟国としての責

任を受け入れる準備ができている」。この役割

は NATO域内に限定されるものではなく，「こ

の意味で，我が国の外交・安全保障政策は将来

のグローバルな安全の保護に貢献しなければな

らない。これを『政治的安定の輸出』と呼ぼう」

（Schröder［1999］）と述べた。ドイツは，911

同時多発テロ事件以後は，NATO域内に軍事

行動を限定するという留保をも放棄した

（Meiers［2006］, p. 50）。こうした一つ一つの

行動は，国内で激しい論争を引き起こした

（Duffield［1998］, pp. 181-221）。これらの軍事

行動への参加は，ドイツの基本法に反するとい

う議論は，1994 年６月，連邦憲法裁判所によっ

て下された，集団的安全保障の枠組みの中での

ドイツ軍の域外活動は，議会が事前に承認―緊

急時には事後的に承認―すれば，合憲であると

する判決によって，打ち消された。

上述したように，政治的議論は，次の両者の

衝突によって規定された。一方は，主に，緑の

党と社会民主党（SPD）のメンバーからなる反

軍国主義的な規範の放棄に激しく反対する

人々，もう一方は，より保守的な色彩の強い，

同盟内の連帯の重要さを強調する人々であっ

た。それゆえに何人かの評論家は，多角的制度

にドイツが埋め込まれていることから生じる利

益と規範が，ベルリン共和国の新たな政策を規

定していると論じた（Baumann［2001］, p. 179 ;

Duffield［1998］, p. 175 ; Nabers［2004］, p. 66）。

しかしイラク戦争中におけるドイツのポジショ

ンや，「国防指針」のような多くの徴候が，これ

は一つの動機にすぎず，支配的な理由ではない

ことを示唆している。事実として起こったこと
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は，ドイツの安全保障政策に新しく構造的に組

み込まれた機能が，徐々に国内の反対にも関わ

らず，政策を支配していったということだった。

米欧の同盟国との連帯という散漫な感情ではな

く，安全保障の輸出国への変容がドイツの海外

への軍事的介入の急速な容認を説明するのであ

る。

安全保障政策に関するドイツ自身の理解と明

確に関連する変化は，P. シュトルック（Peter

Struck）前国防相の広く引用された文言「ドイ

ツの防衛はヒンドゥークシュ山脈から始まる」

に示された（Spiegel Online［2002］）。911 同時

多発テロ事件とテロリズムのグローバルな展開

は，この傾向に拍車をかけた。安全保障の輸出

はまた，シュレーダー政権の最も重要な戦略文

書である 2003 年３月の国防政策指針の根幹に

位置づけられた。

「とはいえ国防は，今日理解されるところでは，

通常攻撃に対する国境での伝統的な防衛作戦以

上のことを意味している。国防は，紛争と危機

の予防，危機と危機後の再建の共同管理を含ん

でいる。したがって国防は，もはや地理的な国

境に限定されるものではなく，我々の安全を脅

かすいかなる場所においても，安全の確保に貢

献しうるものなのである」（DPG［2003］）。

A. メルケル（Angela Merkel）首相が，この

観点を継承する姿勢を示したのは，驚くべきこ

とではない。2006年 10月 24 日，フィナンシャ

ル・タイムズ紙は，新しい 2006年国防白書によ

れば，「ドイツ軍は，公式に，国境を防御すると

いう戦後における主要任務を放棄し，国際的な

ミッションにおいて，その部隊がより力強い役

割を果たすことを選んだ（ようだ）」と報じた

（Williamson［2006］）。白書は，F. J. ユング

（Franz Josef Jung）元国防相の次の発言を引

用している。「我々は危機と紛争への対処を，

その発生した場所において早期に行い，可能な

限り，その否定的な帰結を，ヨーロッパと我々

の市民から遠く引き離しておかなければならな

い」（Weissbuch［2006］, p. 18）。安全保障の輸

出という概念は，2003 年 12 月のヨーロッパ安

全保障戦略の本質的な要素でもあった。J.

フィッシャー（Joschka Fischer）元外相は，コ

ンゴでの EU平和維持活動（ARTEMIS）への

ドイツの参加を，人道的側面やヨーロッパの連

帯という観点とは無関係に，議会でのスピーチ

において正当化した。フィッシャー元外相は，

「もし，我々の直接的な隣人であるこの大陸が，

そこ（コンゴ）を支配している恐ろしい不安定

さを輸出し始めたら，21 世紀における全ヨー

ロッパ人の安全保障の利益に，直接的に関係す

るものになるだろう。ゆえに私の考えでは，こ

れらの紛争の解決は，ヨーロッパの責任の一部

である。最も重要な EU加盟国の一つであるド

イツは，これに貢献しなければならない」

（Fischer［2003］）。

ドイツは今，海外に軍隊を最も多く駐留させ

ている国の一つである
8)
。最近，ドイツのヨア

ヒム・ガウク（Joachim Gauck）連邦大統領や

F.W. シュタインマイヤー（F.W. Steinmeier）

外相，ウルズラ・フォン・デア・ライエン（Ursula

von der Leyen）国防相といった政治家は，ドイ

ツ人にこの現実を受け入れるよう呼びかけてい

る。例えばガウクは，「再統一以来，ドイツは新

たな道を歩んできた。一歩一歩，我々の国は国

際的な安全保障と秩序の受益者から保証者へと

変化しつつあるのだ」（Gauck［2014］）と述べ

ている。

安全保障の輸入国から輸出国への変容は，ド

イツの同盟政策，特にアメリカとの同盟にとっ
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８）現在の状況については，下記のリンク先を参照。

www.bundeswehr.de/portal/a/bwde/!ut/p/c4/04_

SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP3I5EyrpHK9pP

KUVL3UzLzixNSSKiirpKoqMSMnNU-_INtRE

QD2RLYK/.



て，どんな意味をもっているのだろうか？ 第

一に，アメリカとドイツの安全保障政策は，同

じ目的を持つようになった。つまり，両国とも

に，自国の領域外における潜在的な脅威の中立

化を中心的な仕事とみなすようになった。もち

ろん，それぞれの安全保障の輸出の程度と手段

は，与えられている地政学的な位置や，軍事能

力面に大きな差があるため，まったく異なって

いる。しかし本稿で示した議論の決定的な要素

は，両国が，ヨーロッパのパートナーと共に，

安全保障の輸出と表現しうる機能面で同じ安全

保障政策を持つようになったということであ

る。

その結果として，ドイツが大西洋同盟におけ

る非対称的なバードン・シェアリングの役割や

アメリカからの安全保障の輸入を受け入れる理

由が消滅した。これは両国関係における決定的

な変化である。伝統的なバードン・シェアリン

グの役割が，必然的に同盟内にヒエラルキーを

生み出すがゆえに，新しい役割を持ったドイツ

の安全保障政策は，そうしたヒエラルキーを取

り除くことになる。2002 年９月 13 日，シュ

レーダー首相は，ドイツ議会で次のように発言

した。「ドイツ国家の存立に関わる問題は，こ

こベルリンにおいてでしか決められない」

（Schröder［2002］）。シュレーダーは簡潔に冷

戦期とは対照的な，新しい状況を表明したので

ある。

しかしこれは，必然的にアメリカとの衝突の

増大や大西洋同盟がベルリンにとって重要では

なくなっていくことを意味していない。ドイツ

の安全保障政策の戦略は，ネオリアリストの推

測とは反対に，いまだ手段の段階であるし，深

く多角主義が根付いている（Duffield［1998］, p.

65）。安全保障の輸出国であることは，1945年

以降のアメリカが，しばしば戦略を変更したよ

うに，単独主義と多角主義のどちらを追求する

のかを規定するものではない。ほとんど全ての

ドイツの安全保障政策に関する公式声明は，ド

イツの大西洋間・ヨーロッパ諸国との紐帯の重

要性を強調している（Weissbuch［2006］）。ド

イツの外交政策の再国家主義化への要求は，政

治の領域において極論ともいうべき地点に追い

やられている。

イラク戦争におけるドイツのポジションは，

同盟からの離脱を示唆したように見えるかもし

れない。しかし最大の問題は，アメリカがドイ

ツの新しい役割のコンセプトを侵害した点に

あった。ニューヨーク・タイムズ紙は，シュレー

ダー首相の次の発言を引用している。「しかし

協議とは，『我々は行くぞ』と通告されるためだ

けに，実行のほんの２時間前に電話がかかって

くることを意味しない。成熟した国家間の協議

は，いつ・どのようにしてだけでなく，実行す

るかどうかについての協議も意味しなければな

らない」（New York Times［2002］）。ドイツは

もはや非対称的なバードン・シェアリングの役

割を受け入れない。アメリカは，今だにそのよ

うな相互関係の理解の上に政策的基礎を置いて

いる。しかし，アメリカとドイツの安全保障政

策の同等性は，主権国家が同じ目線で活動する

という意味での「対等なパートナーシップ」に

対するドイツの要求を生み出している
9)
。

Ⅴ 日本の安全保障と同盟政策の継続性

ソ連崩壊後，日米同盟元来の根拠は消滅した

ように思えた（Maull［2004］, pp. 323-4）。当時，

多くの評論家が，日本の安全保障政策は急速に

標準化すると予測していた。こうした議論の有

力な触媒の一つが，第一次湾岸戦争（1990-91

年）であった。日本は，ドイツと似た政策を追
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９）またベルリンにおいて R. シャーピング（Rudolf

Scharping）元国防相によって行われた演説（1999

年７月５日）も参照。Europäische Sicherheitspoli-

tik und die Nordatlantische Allianz, in : Presse� und

Informationsamt der Bundesregierung, 1999, Stich-

worte zur Sicherheitspolitik 07, 56-60.



求した。日本は，自衛隊の現地展開を要求する

アメリカに抵抗し，兵站と財政両面での支援を

拡大した。政府は，国連の平和維持活動への日

本の参加を認める法律の制定を試みたが，1990

年 11 月に，その承認を得る事に失敗した

（Katzenstein［1996a］, p. 126 ; Green［2001］,

p. 18）。その結果，日本はバードン・シェアリ

ングの基本原理の範囲内で活動を継続した。

しかし日本の躊躇は，再び，アメリカによる

安全の保証を損なう恐れがあった。なぜなら巨

額の財政的貢献にもかかわらず，それは日本の

ただ乗り的な行動とみなされ，アメリカ国内で

強烈な反発を引き起こしたからである。日本

叩きの新たな波がアメリカを吹き荒れた

（Reischauer Centre［1992］, pp. 10-17）。日本

は，いわゆる小切手外交が，いかなる政治的利

益をも生み出さず，むしろ日本を屈辱的なポジ

ションに追い込んでしまうことを認識した

（Green［2002］, p. 24）。結果として日本政府

は，国外での軍事活動に自衛隊を参加させるこ

とを提唱し始めた（Green［2001］, p. 197）。続

いて生じた論争の基本的な経過は，ドイツと似

たような道を辿った。多くの人々は，特に日本

の平和主義的伝統を強調し，シビリアン・パワー

としての地位を保ち続けるよう主張した。他の

何人かは，アメリカによる保護の終焉を予期し，

国連ミッションへの参加を要求した（Ichiro

Ozawa, 1994『日本改造計画』，Mochizuk i

［1997b］, pp. 57-9 ; Green［2001］, p. 19 からの

引用）。あるいはアメリカへの依存度を減らす

ために，地域的安全保障システムを追求すべき

だと論ずるものもあった。

この議論は継続していたが，事実上日本は，

自衛隊がいかなる戦闘活動にも関与しないとみ

なされるのであれば，国連ミッションへと直接

的に参加する方向へ転換した（Katzenstein

［1996a］, pp. 126-7 ; Aoi［2004］, pp. 131-44）。

1990 年代中頃，日本はカンボジアでの国連ミッ

ションに参加した（Haar［2001］，pp. 131-44）。

2001 年 12 月，日本は内乱後の平和的移行を支

援するために東チモールに部隊を派遣した。と

はいえ，最も際立った取り組みは，2003 年以降，

イラク戦争に参加したことであった。このよう

に日本は，ドイツと同じ道を辿っているように

見えた。しかし，それは同じ現象ではなかった。

日本は，安全保障の輸出を意識して，決定を下

した訳ではなかった。

ほとんどの日本の政策決定者は，これらの活

動を本質的な戦略的目標のフレームワークにお

いてではなく，アメリカとの安全保障関係を強

化する手段とみなしていた（Mochizuki［1997b］,

pp. 59-61）。最終的に，国外への軍事的関与を

めぐる日本の相反する立場は，「日本への支援

を強固にするために，イラクにおいてアメリカ

を支援するという同盟の責務」（Hughes［2004］,

p. 47）によって乗り越えられた。2004 年末，イ

ラクでの自衛隊の活動延長を表明した記者会見

にて小泉純一郎首相は，アメリカとの同盟の強

化が主な理由であると説明し，以下のように述

べた。「国際協調と，そして日米同盟，今，日本

の平和と独立というのは，日本一国だけで確保

できるわけではありません。日本の近隣諸国の

状況，将来の状況を考えると，日米安保条約，

この重要性を認識しております。［中略］日米

同盟，国際協調，これが日本の発展，繁栄を確

保する道だということについては，大方の皆さ

んは賛成してくれております。それを具体的に

実施している。これが今回の私の決断だと。迷

いはございません」（Koizumi［2005］）。

実際，アメリカとの軍事協力は，ますます広

範囲になっている。日本政府は，1995年 11月

の『防衛計画の大綱』において，かつてより安

全保障パートナーシップに力点を置き，国連

ミッションに参加する意思があると宣言した

（Mochizuki［1997a］, pp. 13-14）。1995年のい

わゆるナイ・イニシアティブにおいてアメリカ

は，東アジアでの駐留軍を維持する必要性が引

き続き存在することを強調し，安全保障の輸出
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国としての役割を放棄しないことを示唆した

（Funabasi［1999］, pp. 248-54）。

1996年４月，アメリカと日本は，アメリカ軍

のために日本によって提供される軍事サービス

に関する協定を締結した（Maull［2004］, p.

324）。この強化された協力関係は，1997 年の

「日米防衛協力のための指針」（Gu idelines

［1997］）に帰結した。これらはアメリカによ

る軍事行動に対する日本の支援に課されていた

地理的な制限を，きっぱりと撤廃するもので

あった。同時に両国は，国連による委任のある

なしに関わらず，アメリカの平時における作戦

行動と平和維持活動に対する日本の支援を見越

して，「日・米物品役務相互提供協定改正協定」

に署名した。近年，日米安全保障協議委員会の

会合が定例化されたことも，この文脈に属す

る
10)
。日本による安全保障の輸入の継続はま

た，計画されていたアメリカの弾道ミサイル防

衛への参加の追求にも見てとれる（Nakamoto

［2006］）。もちろん，北朝鮮の現実的な脅威は，

核実験と日本の領土上空を飛び越えるミサイル

発射によって劇的に示されており，迫り来る中

国の脅威と同様に，主要な理由の一つである。

これは再びアメリカへの技術的・戦略的依存を

増大させる（Hughes［2004］, p. 114）。二国間同

盟の再確認の背後にある基本的論理は，バード

ン・シェアリングのままである。

第二に，日本は地域的安全保障機構や協調メ

カニズムを確立する試みに失敗したため，アメ

リカから安全保障を輸入しなければならない。

失敗の一つの原因は，アメリカとの二国間協力

関係の優位性にあった。

「アジア地域フォーラム，日本の国連平和維持

活動，「テロとの戦い」への参加のような，地域

における多角的フレームワークに関して，日本

の多角主義の追求は究極的にはアメリカとの二

国間協調関係をより強化するためにデザインさ

れている。日本の政策決定者は，多角主義を，

安全保障条約の二国間主義のオールタナティ

ブ，さらにはライバルとなるものとして全く真

剣に考慮していない」（Hughes［2004］, p. 118）。

この日米同盟が持つ中心性は，ほとんどの研

究において一致して強調されている。「日本は，

東アジアにおける自身の安全保障のために，ア

メリカの覇権に依存したままである。実際に日

本外交の多くは，国連や国際的な金融機構での

アメリカの主導権を強化することを狙いにして

いる」（Green［2001］, p. 5 ; Aoi［2004］, p. 120

も参照）。その結果，日本の安全保障と同盟政

策には何ら根本的変化もない。核となる機能は

冷戦期と同じであり，日米安全保障同盟は安定

化し，そして強化さえされている（Maull［2004］,

p. 335 ; Soeya［2005］）。

もちろんこれは，日本が好まず，国家の自律

性を強く制限するバードン・シェアリングの役

割へと日本が追いやられ続けることを意味す

る。日本は，いまだアメリカから安全保障を輸

入せざるをえない。日本を取り巻く国際環境の

中にある二つの構造的要因が，その原因である。

第一に，北朝鮮・中国からの継続的脅威である

（Funabasi［1999］, pp. 254-6 ; Hughes［2004］,

pp. 42-46）。加えて，例えば北方領土論争のよ

うな，ロシアとの衝突の可能性である。第二に，

日本は，信頼を醸成する地域的機構に組み込ま

れておらず，また，侵略戦争の過去と折り合い

をつけるための決定的な努力を行っていない

（Berger［2003］; Aoi［2004］）。これが，この

地域の緊張を永続させ，日本からアメリカによ

る安全の保証以外の選択肢を奪い去っている。

ゆえに日米同盟は依然として，バードン・シェ

アリングの論理に支配されている。二国間関係

のダイナミズムは，常に同じ青写真をたどって

いる。つまり「日本は，自主性とより強力な防
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衛関与の両者を追求する一方，アメリカはより

大きなバードン・シェアリングを要求する

（Green［2002］, p. 29）。安全保障の輸入の必要

性は，反軍国主義の規範と独立の追求に打ち勝

ち続けている。日本は―ドイツが EUの共通通

商政策とその安全保障の役割の再定義によって

抜け出したような―二国間経済関係における，

アメリカのリンケージ戦略に直面しつづけるこ

とになるだろう。

結論

ドイツの同盟政策は，根本的に変化してし

まった。アメリカとの安全保障上のパートナー

シップは，バードン・シェアリングとアメリカ

の主導性に規定されてきたが，今や，その機能

の同等性によって定義されている。そしてドイ

ツは，均衡のとれたパートナーシップを要求す

るようになった。冷戦期のドイツはアメリカか

ら安全保障を輸入しなければならず，バード

ン・シェアリングの役割を強いられていたが，

1990 年代半ば以降，ドイツとアメリカは機能的

に等しい安全保障政策―安全保障の輸出―を実

行している。そのため，アメリカとドイツの根

本的な目標と手段は，より似通って来た。両国

ともに，国際システムの中で，政治的，経済的，

軍事的介入によって，安全保障に対する脅威を

防ごうとする。徐々に，ドイツは，これらの脅

威と戦うための手段としてアメリカと似た範囲

の装備を整えている。もちろん量的にはより少

なく，厳しい財政的制約の下にではあるが。規

範的選好に加えて，多角的構造，特に欧州安全

保障・防衛政策の枠内へのドイツの安全保障政

策の統合を継続することが，この条件となる。

日本は，表面的には安全保障の輸出に向かっ

ているように見えるが，そのアメリカとの関係

と安全保障政策は，依然としてバードン・シェ

アリングと安全保障の輸入に基礎を置いてい

る。後者は，北朝鮮，中国，場合によってはロ

シアからの脅威により必要とされている。加え

て日本は，安全保障政策において，ヨーロッパ

安全保障協力のようなオールタナティブを持た

ない。そのためドイツとは異なり，この 15年

間，日本はアメリカとの安全保障協力を，また

結果としてバードン・シェアリングの役割も，

存続・強化してきた。より対等な米日間のパー

トナーシップは，たとえ日本が同国の影響力が

及ぶ範囲の外側での任務を引き受けたとして

も，実現しそうにない。この基本的な状況は，

近い将来においても変化することはないだろ

う。
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